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「特定診療報酬算定医療機器の定義等について」等の一部改正について 
 
 

下記の通知の一部を別添のとおり改正し、令和３年７月１日から適用することとする
ので、その取扱いに遺漏のないよう、貴管下の保険医療機関、審査支払機関等に対して
周知徹底を図られたい。 
 
                                      記 
 
別添１  「特定診療報酬算定医療機器の定義等について」（令和２年３月５日保医発

0305 第 11 号）の一部改正について 
 
別添２ 「特定保険医療材料の定義について」（令和２年３月５日保医発 0305 第 12 号）

の一部改正について 
 
 
                                                                               



別添１ 
 

「特定診療報酬算定医療機器の定義等について」 
（令和２年３月５日保医発 0305 第 11 号）の一部改正について 

 
 
１ 別表１のⅠの「処置」の「光線治療器（Ⅱ）」の項を次のように改める。 
 

特定診療報酬算
定医療機器の区
分 

定義 

対応する診療報酬項目 薬事承認上の位置付け 
その他の条件 

類別 一般的名称 

光線治療器（Ⅱ） 

機械器具
（12）理
学診療用
器具 
機械器具
（31）医
療用焼灼
器 

紫外線治療器 
赤外線治療器 
キセ ノン 光 線
治療器 
エキ シマ レ ー
ザ 
チタ ンサ フ ァ
イアレーザ 

赤外線又は紫
外線を用いて
皮膚疾患に対
する光線治療
を行うことが
可能なもの 

J054 皮膚科光線療法 

 
 



 
別添２ 

 
「特定保険医療材料の定義について」 

（令和２年３月５日保医発 0305 第 12 号）の一部改正について 
 
 
１ 別表のⅡの 059（３）④の「タンタル又は純チタン」を「タンタル、純チタン又は

チタン合金」に改める。 
 
 
２ 別表のⅡの 065（３）⑭を次に改める。 
  ⑭ 切換用 

次のいずれかに該当すること。 
ア リバース型を用いた人工肩関節置換術等の術中に、解剖学的理由等によりリ

バース型組み合わせの設置が困難であると判断された場合に、緊急的にアナト
ミカル型の組み合わせに切り換えるために用いるものであること。 

イ リバース型を用いた人工肩関節置換術等を実施した患者の術後再置換時に、
解剖学的理由等によりリバース型組み合わせの設置が困難であると判断され
た場合に、アナトミカル型の組み合わせに切り換えるために用いるものである
こと。 

 
 


